
提

出

者

金

子

哲

夫

平
成
十
五
年
十
月
二
日
提
出

質

問

第

二

二

号

中
国
電
力
株
式
会
社
が
計
画
す
る
島
根
原
子
力
発
電
所
三
号
機
新
設
に
関
す
る
質
問
主
意
書
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中
国
電
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株
式
会
社
が
計
画
す
る
島
根
原
子
力
発
電
所
三
号
機
新
設
に
関
す
る
質
問
主
意
書

申
請
日
平
成
一
二
年
一
〇
月
四
日
、
申
請
者
中
国
電
力
株
式
会
社
に
か
か
わ
る
原
子
力
設
置
変
更
許
可
申
請
（
一
号
及
び
二

号
原
子
炉
施
設
の
変
更
な
ら
び
に
三
号
原
子
炉
の
増
設
）
に
関
す
る
安
全
審
査
お
よ
び
中
国
電
力
株
式
会
社
が
島
根
原
発
三
号

機
新
設
に
伴
う
敷
地
造
成
の
た
め
島
根
県
に
提
出
し
て
い
る
公
有
水
面
埋
立
申
請
に
関
し
て
の
漁
業
権
に
か
か
わ
る
疑
義
が
生

じ
て
い
る
と
考
え
る
。

従
っ
て
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
。

一

右
記
原
子
炉
設
置
変
更
許
可
申
請
に
お
い
て
、
保
安
上
必
要
だ
と
し
て
取
得
が
予
定
さ
れ
て
い
る
宮
崎
鼻
の
取
得
が
不
可

能
と
な
っ
た
場
合
に
安
全
審
査
は
ど
の
よ
う
に
行
な
わ
れ
る
の
か
。

二

既
存
の
一
、
二
号
機
の
敷
地
境
界
線
を
存
続
さ
せ
一
、
二
号
機
と
そ
の
敷
地
境
界
線
の
間
に
三
号
機
を
新
設
し
た
場
合
の

安
全
審
査
の
考
え
方
と
具
体
的
手
続
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。

三

恵
曇
漁
業
協
同
組
合
に
島
根
県
よ
り
免
許
さ
れ
た
区
第
二
六
号
第
一
種
区
画
漁
業
権
に
よ
り
わ
か
め
養
殖
業
を
営
ん
で
い

る
漁
業
者
に
対
す
る
、
島
根
原
発
三
号
機
増
設
に
当
っ
て
の
、
漁
業
権
へ
の
影
響
に
と
も
な
う
漁
業
補
償
は
ど
の
よ
う
に
な

さ
れ
る
べ
き
か
。
そ
の
際
、
漁
業
者
個
々
人
の
同
意
は
必
要
か
。

一



四

島
根
県
共
第
一
二
号
の
恵
曇
漁
業
協
同
組
合
が
漁
業
権
者
で
あ
る
、
わ
か
め
漁
業
、
い
わ
の
り
漁
業
、
て
ん
ぐ
さ
漁
業
、

も
ず
く
漁
業
、
あ
わ
び
漁
業
、
と
こ
ぶ
し
漁
業
、
さ
ざ
え
漁
業
、
な
ま
こ
漁
業
、
う
に
漁
業
、
た
こ
漁
業
を
内
容
と
す
る
第

一
種
共
同
漁
業
権
に
関
し
て
、
そ
の
中
の
い
わ
の
り
漁
業
の
漁
場
で
あ
る
地
目
雑
種
地
に
つ
い
て
そ
の
所
有
者
で
あ
る
小
竹

正
毅
ら
の
権
利
放
棄
の
同
意
、
な
い
し
は
漁
業
補
償
が
行
な
わ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
ら
の
個
人
所
有
の
い
わ
の
り
漁
場
（
い

わ
ゆ
る
の
り
島
）
に
お
け
る
損
失
補
償
ま
た
は
漁
業
補
償
は
ど
の
よ
う
に
な
さ
れ
る
べ
き
か
。

右
質
問
す
る
。

二


